
日野町人事行政の運営等の状況の公表
　職員の勤務条件や給与は、国や他の地方公共団体などを考慮して決められています。
　町職員の勤務条件や給与などの実態について、町民の皆さんにより一層のご理解をいただくために人事行政の運
営等の状況と、そのあらましをお知らせします。
　なお、この内容は日野町のホームページでも掲載しています。

①採用の状況 （単位：人）

一般
行政

保育士
教諭 保健師 土木 技能

労務 計

H30.4.2 ～ H31.3.31 0 0 0 0 0 0
H31.4.1 10 2 0 1 0 13
合　計 10 2 0 1 0 13

 ※割愛職員1名を含む

④部門別職員数の増減とその主な理由（各年4月1日現在）（単位：人）

部門 30年度 31年度 増減 主な増減理由

一
般
行
政

議会 2 2 0

総務企画 34 34 0

税務 12 12 0

民生 62 59 -3 保育所から幼稚園への異動

衛生 13 12 -1 兼務による人員の減

労働 1 1 0

農林水産 9 9 0

商工 5 5 0

土木 10 10 0

小計 148 144 -4

特
別
行
政

教育 53 56 3 保育所から幼稚園への異動

消防 0 0 0

小計 53 56 3

公
営
企
業
等
会
計

病院 0 0 0

水道 4 4 0

下水道 4 4 0

その他 11 11 0

小計 19 19 0

合　計 220 219 -1

③職員数の状況（平成31年4月1日現在） （単位：人）

任命権者等 定数
実人数

事務員 保健師 保育士 教諭 技能
労務職 計

町長 165 114 8 31 0 4 157
水道事業 5 4 0 0 0 0 4

議会事務局 3 2 0 0 0 0 2
選挙管理委員会

事務局 兼（3） 兼（3） 0 0 0 0 兼（3）

監査委員
事務局 兼（2） 兼（2） 0 0 0 0 兼（2）

農業委員会
事務局 兼（3） 兼（3） 0 0 0 0 兼（3）

教育委員会 57 22 0 0 22 12 56
計 230 142 8 31 22 16 219

� ※育児休業者を含む

②退職の状況 （単位：人）

定年 勧奨 死亡 懲戒
免職 普通 普通

（復帰） 計

H30.4.1 ～ H31.3.30 0 0 0 0 2 0 2
H31.3.31 7 2 0 0 2 1 12

合　計 7 2 0 0 4 1 14
 ※割愛職員1名を含む

　人事評価マニュアルに基づく人事評価の運用により、職員の人材育成と組織の活性化を図っています。

②職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分 職員数
（A）

給与費 一人当たり
給与費（B/A）

（参考）類似団体平均
一人当たり給与費 29年度給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）

30年度 200人 674,686千円 117,649千円 265,691千円 1,058,026千円 5,290千円 5,581千円
（注）1．職員手当には退職手当を含みません。2．職員数は、平成30年4月1日現在の人数です。3．類似団体とは、人口規模、産業構造が類似している団体のことです。

①人件費の状況（平成30年度普通会計決算）
人口（H31.1.1） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A） 29年度人件費率

21,181人 8,965,079千円 435,277千円 1,546,281千円 17.2% 17.6%
（注）人件費には、議会議員や非常勤特別職、常勤特別職に支給される報酬、給料、各種手当、共済費、災害補償費等を含みます。

（１）職員の任免および職員数の状況

（２）人事評価の状況

（３）給与の状況
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⑤一般行政職の級別職員数の状況（平成31年4月1日現在）
区分 標準的な職務の名称 職員数 構成比
1級 主事補、技師補、主事、技師 23人 19.5%
2級 主任主事、主任技師 17人 14.4%
3級 主査 20人 16.9%
4級 課長補佐、主任 26人 22.0%
5級 課長、課長補佐 17人 14.4%
6級 主監、課長 15人 12.7%

合　計 118人 100.0%



特殊勤務手当
(平成30年度
普通会計決算)

区　分 全職種
職員全体に占める手当
支給職員の割合 6.5%

支給職員1人当たり平
均支給年額 4,462円

手当の種類（手当数） 7
（うち、普通会計手当数2）

時間外勤務手当
（各年度

普通会計決算）

30年度
支給総額 70,472千円

職員1人当たり
平均支給年額 353千円

29年度
支給総額 73,026千円
職員1人当たり
平均支給年額 369千円

⑦職員手当の状況（平成31年4月1日現在）
日　　野　　町　 国

扶
養
手
当

配偶者　　    6,500円
子　　　　  10,000円
扶養親族　　 6,500円
満16歳になる年度～満22歳になる年度末
まで　加算5,000円

日野町の
制度と同じ

退
職
手
当

（支給率） 自己都合 勧奨・定年

日野町の
制度と同じ

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度額 47.709月分 47.709月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2％～20％）

期
末
・
勤
勉
手
当

（支給割合）
支給月 期末 勤勉 計
6月期 1.300月分 0.925月分 2.225月分
12月期 1.300月分 0.925月分 2.225月分

計 2.600月分 1.85月分 4.450月分
※職制上の段階、職務の級等による加算措置　有

日野町の
支給割合と同じ
※職制上の段階、
職務の級等による
加算措置　有

（管理職加算あり）

住
居
手
当

借家・借間100円～ 27,000円 日野町の
制度と同じ

通
勤
手
当

交通機関利用者55,000円（上限）
交通用具利用者（2㎞以上）
　通勤距離に応じて5,000円～ 25,500円

交通機関利用者
　日野町の
　制度と同じ
交通用具利用者
　日野町の制度
　と異なります

管
理
職
手
当

主監級　　　　　　68,000円
課長級　　　　　　56,000円
課長級参事　　　　50,000円
課長補佐級　　　　38,000円

日野町の制度
と異なります

◎おもな人件費削減措置内容（平成31年4月1日現在）

区分 項目 削減内容 削減措置実施期間

特別職 報酬および
期末手当

5.1％～ 10.0％
を削減

平成17年4月1日～
（H24.10.1から現在
の削減額に変更）

④職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成31年4月1日現在）

区　分 経験年数
10年

経験年数
15年

経験年数
20年

一般
行政職

大学卒 − 282,900円 356,500円
高校卒 − − 307,200円

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用
後の年数を言います。表中「−」については、当町において該当者がありません。

③職員の平均給料月額および平均年齢の状況（平成30年4月1日現在）

区　分
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
日野町 299,236円 39.6歳 253,850円 44.6歳
滋賀県 323,282円 42.4歳 313,735円 55.1歳

国 329,845円 43.5歳 286,817円 50.7歳
類似団体 305,788円 41.1歳 275,404円 51.1歳

行政改革と人事行政運営
　日野町では、「自律のまちづくり」を進める中で、
いち早く特別職等の報酬削減や一般職員の給与削
減を行ってきました。さらには日野町行政改革（集
中改革プラン）により人員削減を行うなど、人件
費の抑制に積極的に取り組んできました。
　引き続き、必要な業務への人材の重点配置を行
うとともに、行政職員の能力の向上に取り組み、
最少の経費により、効果的に質の高い住民サービ
スの提供に努めていきます。

⑥ラスパイレス指数
　国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員（日野町職員）の給与基準を示したものです。
　国家公務員の構成を基準として、平均給料月額を比較し算出します。

平成25年4月1日現在 106.4（参考値98.3） 平成26年4月1日現在 98.5
平成27年4月1日現在 　98.2 平成28年4月1日現在 98.7
平成29年4月1日現在 　98.5 平成30年4月1日現在 98.2

※参考値とは、臨時特例法に伴う国家公務員の給料減額前の給料で試算したラスパイレス指数です。
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③育児休業および部分休業の取得状況（平成30年度） （単位：人）

区　分
育児休業取得状況 平成30年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員の育児休業取得状況

育児休業取得者数 部分休業取得者数 育児休業対象者数 うち育児休業取得者数 うち部分休業取得者数
男　性 0 0 7 0 0
女　性 17 2 7 7 0
合　計 17 2 14 7 0

①一般職員の勤務時間の状況

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

勤務時間 休憩時間
開始時刻 終了時刻 時間 開始時刻 終了時刻

38時間45分 7時間45分 8：30 17：15 60分 12：00 13：00
職員は、交替で休憩を取っていますので、各種証明書の申請受付等は休憩時間中にも対応させてい
ただいております。

②一般職員の年次有給休暇の取得状況
 （平成30年分）

平均取得日数 消化率
8.4 21.9%

（注）1　平成30年1月1日から平成30年12月31日
までの全期間を在職した一般職員の状況です。

●公平委員会の報告
（1）勤務条件に関する措置の要求の状況
（2）不利益処分に関する不服申し立ての状況
（3）その他
いずれも平成30年度において、要求はありませんでした。

※公平委員会とは…
　職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、
町の当局により適切な措置がとられるべきことを要
求することができる機関です。
　また、懲戒その他のその意に反する不利益な処分
を受けた場合、公平委員会に不服申し立てができる
ことになっています。

◆問い合わせ先　総務課　総務担当　☎0748-52-6500

（４）職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

退職者数 14人
　うち課長職以上 5人
　　うち再就職者 2人
　　　　再就職先の内訳
　　　　　　官公署等
　　　　　　民間企業・各種団体等  2人

　地方公務員法第38条の２に基づき、職員の適正な退職管理に努めて
います。
　平成30年度中の退職者の状況は右のとおりです。
※退職時に課長職以上の職員については、再就職状況を報告することとしております。

（５）退職管理の状況

①研修の状況 （単位：人）

一般（階層別）研修 84 新規採用職員、採用２年目職員、若手職員研修
集 合 研 修 94 防災研修、ファシリテーション
専 門 研 修 110 セキュリティ対策
派遣研修（一般研修） 128 滋賀県市町村職員研修センター
　  〃  　（特別研修） 58 全国市町村国際文化研修所、滋賀県市町村職員研修センター
　  〃  　（専門研修） 19 滋賀県市町村職員研修センター、滋賀県建設技術センター等

合　　　計 493 ※延べ人数

（６）職員研修の状況

名　称 (一財）滋賀県市町村
職員互助会

(一財）滋賀県
教職員互助会

日野町
職員互助会

会員数（人） 212 7 223

個人掛金（円） 2,875,851 274,725 1,800,311

公費負担金(円） 2,430,567 0 1,708,736

一人当たり
負担金（円） 11,465 0 7,662

①職員の福利厚生事業の実施状況
　福利厚生事業については、地方公務員法第42
条の規定に基づき、職員の保健や元気回復、その
他厚生事業を実施しています。
　事業は、（一財）滋賀県市町村職員互助会、(一
財）滋賀県教職員互助会、日野町職員互助会にお
いて、弔慰金・祝金の給付事業、貸付・保険事業、
スポーツ・文化振興事業などを行っています。

（７）職員の福祉および利益保護の状況（平成 30年度）
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◆問い合わせ先　保健センター　☎0748-52-6574

町内医療機関　　事前に休診日がないか等、直接各医療機関へお問い合わせください。
医療機関 住　所 電　話 接種日 接種時間 予約の有無

あいさか小児科 松尾二丁目
88-7 53-8241 月～土 日によって

異なります 要

朝 日 医 院 大窪1010-1 52-0057 月～土 　8：30～11：50 不要月･火･水･金 18：00～19：30

岡 診 療 所 河原一丁目
10 53-1155

月･火･水･金･土 　9：00～12：00 不要

月～金 16：30～18：30

鎌 掛 診 療 所 鎌掛2292 52-0615 月･水･木 14：00～16：00 不要
河 村 医 院 内池372 52-0072 月～土 　8：30～11：30 不要

し も い け メディ
カ ル クリニック

松尾五丁目
59-3 53-2324

月・火・木 　9：00～16：00
不要金 　9：00～15：00

土 　9：00～13：00

ど ひ 整 形 外 科
ク リ ニ ッ ク

松尾三丁目
1-1 52-8880

月・火・水・金 　9：00～12：00
不要土 　9：00～11：30

月･火･水･金 16：00～19：00

日 野 記 念 病 院 上野田
200-1 53-1201 予約時に調整 予約時に調整

要
平日14～16時
の間に予約

（接種予定日の1
週間前までに）

よ こ た 眼 科
ク リ ニ ッ ク 松尾1189 52-1341 月･火･木･金･土 　8：00～11：30 不要月･火･木･金 15：00～17：00
●町外の医療機関で受けたい方
　町外の医療機関へ定期通院している場合、または入院中の場合も受けていただけます。
　事前に手続きが必要になる場合がありますので、接種に行かれる前に保健センターへご相談ください。
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